
33 34

リ
ス
ク
管
理
債
権
の
引
当
・
保
全
状
況

金
融
再
生
法
開
示
債
権
及
び
同
債
権
に
対
す
る
保
全
状
況

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況（令和3年3月31日現在）リスク管理債権の引当・保全状況（令和3年3月31日現在）

金融再生法上の
不良債権比率は全体の1.7％

（単位：百万円）

　自己査定結果について、金融再生法に基づく基準で開示しております。
　金融再生法による開示では、貸出金以外の債権（債務保証・仮払金・未収利息等）も対象とされています。
　リスク管理債権の対象債権は貸出金であり、その対象債権の範囲に若干の差異がございます。

（注）1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権

です。

2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができ

ない可能性の高い債権です。

3.「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。

4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外

の債権をいいます。

5.「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
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（単位：百万円）

　当金庫の今期におけるリスク管理債権額のうち、破綻先債権及び延滞債権の合計額は次の通り１，００２百万円（ア）です。このう
ち、担保及び保証で４１８百万円（イ）が保全され、さらに個別貸倒引当金として５５８百万円（ウ）がすでに決算経理上費用計上され
ていますので、破綻先・延滞先の実質リスク債権額は２６百万円（（ア）－（イ）－（ウ））です。
　この他、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の合計額は２７３百万円（エ）です。このうち担保及び保証で３６百万円（オ）
が保全され、さらに一般貸倒引当金として１０７百万円（カ）が計上されております。３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の実
質リスク債権額は１３０百万円（（エ）－（オ）－（カ））です。
　上記の通り今年度のリスク管理債権総額は１，２７５百万円（キ）（融資総額の１．７０％）、実質リスク管理債権総額は１５５百万円
（（キ）－（ク）－（ケ））（融資総額の０．２０％）となっております。
　当金庫の資産内容は健全性を維持しており経営上全く問題ありません。
　当金庫は融資業務の安全性、公共性重視の観点を維持し、今後も皆様にご安心、ご信頼してお取引をいただけるよう、融資の基
本原則に沿った厳正な審査とリスク管理を徹底して経営の健全性維持のため全力で取り組みます。

（注）1.「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして

未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。

①更生手続開始の申立てがあった債務者

②再生手続開始の申立てがあった債務者

③破産手続開始の申立てがあった債務者

④特別清算開始の申立てがあった債務者

⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者

2.「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。

①上記「破綻先債権」に該当する貸出金

②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

3.「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。

4.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め

を行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。

5.なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、

全てが損失となるものではありません。

6.「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

7.「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。

8.「保全率」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。
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